設計図書への記名・押印及び委任状の添付について

· 設計者の記名押印について
建築士の作成した設計図書には，その建築士の名前，建築士の種別，建築士番号の記入とその建築士の押印が必要です。

· 加筆訂正に係る委任状の添付について
申請者，届出者以外の方による書類の加筆訂正には委任状が必要です。建築士の作成した設計図書を加筆修正する場合は，原則その建築士に対する委任が必要です。
委任状に必要な内容（正本に添付）
· 委任者の名前（印）
· 委任内容（設計図書の訂正）

· 委任した日及び代理人の名前（訂正に使用する印）

不明な点がありましたら，下記までご連絡ください。
福山市建設局都市部都市計画課

電話番号：084-928-1092

ファックス：084-928-1735

mail：ftoshi@city.fukuyama.hiroshima.jp
ホームページ：http://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/toshikeikaku/css/index.html
根拠法令

○建築士法

（昭和二十五年五月二十四日）

（法律第二百二号）

（定義）

第2条 １～４（略）

５　この法律で「設計図書」とは建築物の建築工事実施のために必要な図面（現寸図その他これに類するものを除く。）及び仕様書を，「設計」とはその者の責任において設計図書を作成することをいう。

６～８（略）

（設計の変更）

第十九条　一級建築士，二級建築士又は木造建築士は，他の一級建築士，二級建築士又は木造建築士の設計した設計図書の一部を変更しようとするときは，当該一級建築士，二級建築士又は木造建築士の承諾を求めなければならない。ただし，承諾を求めることのできない事由があるとき，又は承諾が得られなかつたときは，自己の責任において，その設計図書の一部を変更することができる。

（業務に必要な表示行為）

第二十条　一級建築士，二級建築士又は木造建築士は，設計を行つた場合においては，その設計図書に一級建築士，二級建築士又は木造建築士たる表示をして記名及び押印をしなければならない。設計図書の一部を変更した場合も同様とする。
２～５（略）

（その他の業務）

第二十一条　建築士は，設計及び工事監理を行うほか，建築工事契約に関する事務，建築工事の指導監督，建築物に関する調査又は鑑定及び建築物の建築に関する法令又は条例の規定に基づく手続きの代理その他の業務（木造建築士にあつては，木造の建築物に関する業務に限る。）を行うことができる。ただし，他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については，この限りでない。
